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様式第３

会 議 録

会 議 名 令和６年度第１回野田市保健医療問題審議会

議 題 及 び

議題ごとの

公開又は非

公 開 の 別

１「野田市健康づくり計画」の策定について（公開）

２「野田市健康づくり推進計画２１（第３次）、「野田市食育推進計

画（第２次）」及び「野田市歯科口腔保健計画（第２次）」の現状

と課題について（公開）

３「野田市健康づくり計画」の方針等について（公開）

４ その他（公開）

日 時
令和６年８月７日（水）

午後１時３０分から午後２時４５分まで

場 所 市役所８階大会議室

出 席 委 員

氏 名

門倉 正樹、岡田 吉郎、谷口 勲、相川 竜一、島田 恭光、

新 玲子、間中 恵美、鏡 浩美、張替 洋子、内田 茂子、

小川 賢司

欠 席 委 員

氏 名
種村 伴子、石塚 勝巳、清岡 智、茂木 泉、平野 美佐子

事 務 局 等

今村 繁（副市長）、代田明洋（健康子ども部長）、池田亜由美（健

康子ども部次長）、峯崎光春（保健センター長）、中山知子（保健セ

ンター長補佐）、秋鹿弥由紀（保健センター長補佐）、古瀬奈津代（

保健センター健康増進係長）、初見亜希子（保健センター母子保健係

長）、飯塚純子（保健センター主任主査）、木村文子（保健センター

主査）、張替みえこ（保健センター主査）、西野 彩（保健センター

技師）、山本 茂（国保年金課長）、山中 巌（農政課長）、齋藤

豊（スポーツ推進課長補佐）、池岡貴志（清掃計画課長）、大月加奈

子（障がい者支援課長補佐）、吉田陽子（高齢者支援課長補佐）、宮

下幸治（子ども保育課長）、安藤剛行（生涯学習課長）、廣居信和（

学校教育課長）
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傍 聴 者 ２名

議 事 会議結果（概要）は、次のとおりである。

司 会

会 長

司 会

副 市 長

司 会

委 員

司 会

委 員

司 会

会 長

会 長

センター長

会 長

令和６年８月７日午後１時３０分、令和６年度第１回野田市保健医

療問題審議会の開催を宣言した。

定足数充足による会議成立について報告した。

会議録作成のため、録音することに了承を得た。

会議の公開及び傍聴並びに会議録及び会議資料の公開について説明

し、２名の傍聴の申出があり、円滑な議事進行を図るため、既に入室

済みであること並びに、会議の途中に傍聴の申込みがあった場合、入

室を認めることに了承を得た。

会議資料について説明し、委員名簿の記載内容について報告した。

会長挨拶を求める。

＜会長挨拶＞

副市長挨拶を求める。

＜副市長挨拶＞

交代があった委員から自己紹介をお願いする。

＜委員自己紹介＞

前回の審議会を欠席された委員から自己紹介をお願いする。

＜委員自己紹介＞

以降の議事進行を、条例第６条第１項により、本審議会の会長であ

る門倉会長にお願いする。

議題１ 市長より「野田市健康づくり計画」の策定について諮問を

受けることとしたい。

副市長が諮問書を読み上げ、会長に渡す。

会長が副市長から諮問書を受領した。

諮問にかかる要旨について、事務局に説明を求める。

諮問要旨を説明。

議題２ 「野田市健康づくり推進計画２１（第３次）」、「野田市

食育推進計画（第２次）」及び「野田市歯科口腔保健計画（第２次）
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センター長

会 長

小 川 委 員

センター長

」の現状と課題について事務局からの説明を求める。

＜事務局説明＞

説明のあった内容について、委員に質疑及び意見を求める。

今事務局の方から御説明いただいた点に関しまして２点ほど質問を

させていただきたいと思います。

一つは目標達成率、健康づくり推進計画の目標項目９２の指標に対

して、５つ、５．４％であるが達成率がいかにも低い。通常目標を立

てるときには、どのぐらい目標が達成できるかというものについて

は、少なくても少しジャンプをすれば達成できるというような目標を

立てるということがされているわけですけれども、この５．４％とい

うのは極めて低い。原因は何なのかということを問いたいと思いま

す。私なりに考えますと、一つは目標値の設定が高すぎたのではない

かと、あるいは啓蒙活動が不十分だったのではないかと考えるのです

けれども、事務局はどう考えるのかということを御説明いただければ

と思います。

それから２点目。そもそもこの対象者は市民ということであれば、

この野田市民の方にこういういろいろな目標値等について、どのよう

に周知をされているのかとこの２点について御説明いただければと思

います。

目標の達成率で５．４％ということで、こちらは確かにおっしゃる

通り低いと思っております。原因としてはいろいろあるかとは思うの

ですけれども、新型コロナの流行を受けた部分もありますし、目標値

がそもそも市のアンケートであったものから特定健診のデータに変え

たものがありまして、目標値自体が該当するものがなかったというと

ころもございます。ただ、それを勘案しましても達成していたかとい

うとそうではないと思っております。

目標は高すぎるのではないかという御意見、市の普及啓発の取組が

不足していたのではないかという点につきましては、そういうところ

があったと思います。次期計画につきましては、その辺も十分に勘案
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小 川 委 員

して現実的な達成ができるような目標を設定していきたいと思ってい

ます。

それから周知につきましては、やはり個別の取組や、検診の受診率

を上げていこうということで取り組むところがありますので、この目

標自体を積極的に市民に周知していたかというところはやはり不足し

ているところがあるのかなと思います。そういったところも御意見と

して反映できればと思っています。

目標値の設定という中で、今後どういうふうに設定していくかとい

うことで、達成できなかった原因、あるいは課題というところを明確

にしていかないと、対策の立てようがないです。

一般的には何かできないことがあった場合に、必ず原因がある。解

決策は何かというと原因を取り除くことなのです。

個別具体的に申し上げますと、Ａ３の３ページのところの一番目、

睡眠の関係です。これは上欄にどういうふうに説明が書いてあるかと

いうと、睡眠の取り方を普及啓発していく必要があると書いてあるの

です。しかし、考えてみれば、こういう結果が出たからこういうこと

に気がついたということはあり得ないと思うのです。

これはやはり睡眠不足がどのような影響を及ぼすか、あるいは良質

な睡眠が必要で、どうしたら取れるかということについては、たくさ

ん出ていますよ。だから昨日今日に始まったことではないのであれ

ば、現計画の段階で、そういうことについてもっと啓発を普及させて

いく必要があったのだろうと、右の今後の対応・施策欄を見ると、普

及啓発を図ると書いてあります。これは本当に対策になると思いま

す。

やはり現在の計画でこういうような格好で悪化してしまったとい

う、いわゆる評価Ｄですよね。それについての原因はこれこれこうい

うことが原因だということを明確にしないと、対策の立てようがな

い。それが新たに、そういうことが言われ始めてきてこのときはなか

ったから、今後こういうことが重要なことというふうに言われてきた
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副 市 長

ので、そういうものを今度は取り入れますというのは対策ですよね。

だけれどこの書き方は、課題と今後の対応策にはなっていないと私は

思います。

２点目についての今の御説明を伺いまして、周知について本当にし

ていないという感じですよね。

冒頭の副市長の説明の中で、健康は全ての人の願いであると今回お

っしゃった。

周知をしていない状態の期間が経過して、後で評価をしてみたとこ

ろ悪かったです。これはあり得ないことです。やはり周知を図るとい

うことについて、やらなかったあるいは不十分だったとすれば、これ

これこういう方法で周知を図りますというのが対策になると思いま

す。今や企業においても、健康についてはコストではなくて、投資だ

とも言われているのです。積極的投資です。

野田市民、今１５万６千人ぐらいいて、要約版を作って一家に１冊

配布すると、各家庭との間でコミュニケーションの共通の資料があっ

て、それに基づいてこういうことを履行してくださったら健康になる

のですよと、そういうものがない状態では、計画を策定したことには

ならないと私は思うのです。

だから非常に反省すべき点が多々あるのじゃないかなと。特に、こ

の周知ということについては、お金をかけてでも周知徹底を図るとい

うのは、これはやはり極めて必要なことではないかなと私は思いま

す。

現況の分析、課題対応と施策、これ毎年やるべきものだったんです

けれど今回初めてだそうです。ということは第２次の計画では今まで

一切なかったということですので、今回新しい計画を作るに当たっ

て、これはやらなくてはいけないと始めたということで、進歩は認め

ていただきたいと思いますけれども、まだまだ分析とそこまで追いつ

いていない。この分析も、今小川委員が言ったその睡眠のところも、

７０％に対して２２％とか１５％と、かけ離れているのですけれど、
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会 長

会 長

会 長

センター長

会 長

小 川 委 員

この原因分析を見ると、「まあとれている」人は５８．１％いるの

で、５８％と１５％は７３％で、まあまあ取れている人というのはそ

れなりにはいるとなると、ここで十分とれているのは、県の目標７０

％のときにどのぐらいあるか、私も余りわかっていないのですけれ

ど、男性は３０代から５０代、女性が２０代から低くなってるという

のは、どのぐらい低くなるか、どこにターゲットが必要かというよう

な分析も不十分で、多分されていないので、この言葉になっていると

思いますので、当然対策もそういうような形になってしまったという

ことで、先ほどから見ていて全般に言えることだと思っております。

特に目標の立て方については、多分、第１次からずっと引きずって

きていると思います。第１次の基本に２次というので、このまま３次

と同じようになってしまうので、今回はその目標の立て方が非常に重

要だと思っております。多分、最初は目標は高い方がいいというよう

なことでやったのかなと思いますので、高い目標もある程度というの

はあっても、非現実的なものは逆にやらなくていいと同じになってし

まいますので、事務局としてもしっかりこれから提案していきたいと

いうふうに思っております

周知についても今後工夫していかなければいけないと思っておりま

す。

ほかに質疑、意見があるか伺う。

＜質疑・意見無し＞

ほかに質疑、意見がないので、事務局案のとおり承認することとす

る。次の議題に移る。

議題３ 「野田市健康づくり計画」の方針等について事務局からの

説明を求める。

＜事務局説明＞

説明のあった内容について、委員に質疑及び意見を求める。

今、計画の方針等についての御説明を頂いたわけでございますが、

基本的には国や県の方針など、あるいは計画期間や進行管理について
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は毎年、又は半年、６年後に中間見直しをするというような一部改善

的なものが出たのですが、６ページの（２）の基本理念については５

つあるのですね。基本理念が数多くあるというのは、焦点がぼやける

ということになるのです。いろいろな会社の基本理念を見ていただく

とわかると思うのですが、数は多くしないということなのです。今、

私が思うのは、これを３つぐらいに集約できないのかということで

す。考えてみるとできるのではないかと思います。例えば１番目と２

番目を、心身ともに健康で生活できるまちの実現ということで１つに

まとめることができるのではないかと。そうすると３番目と４番目も

１つにすることによって、３つぐらいに基本理念ができるのではない

かなというふうに私は思います。

この計画、基本理念を再考する余地があるのかどうかということに

ついて伺いたい。

健康ということについては、やはりなかなか行政が立ち入る余地と

いうのがすごく限られていると思うのです。やはり健康ということに

ついての改善を施すということになると、その人の意識、自覚を待つ

ということですよね。自覚にまず行政が手助けできるのは何かという

ことになれば、そういう自覚あるいは啓発を促す。そういう資料を配

布するとかあるいはイベントを行うとかということだと思うのです。

したがって、健康については自助が基本で、公助が支援するという

のが基本的なスキームだろうと私は思うのです。そういうような観点

から、この基本理念を組み立てていければいいのではないかなと思い

ます。

もう一つは、今よく目にする言葉はウェルビーイングなのです。ウ

ェルビーイングということについては皆さん御承知だと思いますけれ

ども、身体的精神的社会的健康なのです。その辺は、やはりこの基本

理念のところに書いてある。５つの基本理念だから、そういったよう

な時代に応じたウェルビーイング的な考え方がここに反映されている

かということについては、ゼロだと私は思います。
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こういう計画を立てたときによく言われるのが計画倒れ。計画は美

辞麗句をよく並べて立てました。しかし、成果は出ませんでした。こ

ういうことは往々にしてよくあるものです。そのときに一番問題なの

は、対象者である市民がそれをよく理解していなかったと、要するに

先ほど申し上げましたように周知がなされていなかったということだ

と思うのです。そういう意味で周知させるときに５つも６つも基本理

念があって、これを全部頭の中に入れなさいということではなくて、

やはり３つぐらいに理念を絞って、先ほど申し上げましたウェルビー

イング的な、あるいはもう１つは健康は一番努力が基本なのだと、自

助が基本なのだということを据えて、これを再考すれば３つぐらいに

集約できるのではないかなと。要は健康ということについて、成果が

出るか出ないかは、やはり行動ですね。実行するかどうかなのです。

ただ計画を作りましたじゃないのです。計画を作るときに、どうした

ら市民の方たちが意向に沿った行動をしてくれるかという観点から具

体的施策を講じるべきだろうと思うのです。

もう１つ余計なことになるのですけれど、今の３番の計画の骨子と

いった意見とは離れるのですけれども、例えば残念だなと思うこと

は、先ほどのＡ３の１６ページは、もう前回の計画だから今更言って

もしょうがないことはわかった上で申し上げるのですけれども、「の

だし」の三つの柱の中に農産物や特産物をいかした食育を行い，地産

地消を推進しますと書いてあります。

たまたま，８月６日のＮＨＫのあさイチという番組で、枝豆を取り

上げたのです。枝豆というのは、栄養たっぷりで野田市の某料理店が

出ました。そこで枝豆の料理をいろいろと披露してくださったわけで

すが、今や何と枝豆は外国でも人気であるということなのです。であ

れば、目標値を作ったときに、野田市は既にまめバスで枝豆を特産と

して織り込んでいるわけですから、この段階で例えば一つ二つ地産地

消に貢献している人の増加の下あたりに、野田市の枝豆を食べている

人とかの項目を、せっかく宝を持っていながら、自分たちが作る計画
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会 長

センター長

会 長

鏡 委 員

センター長

鏡 委 員

の中に宝を入れないとこれはもったいないです。

是非この新しい計画の具体的な中に、枝豆は野田の一つの売りだ

と、強みだということを入れて計画を作っていただければと思いま

す。

ただ今の意見について事務局から何かあるか伺う。

まず基本理念のところにつきましては、今回提案させていただいて

いますが、まだ概要版ということです。素案の中で基本理念ですの

で、おっしゃる通りこれ一つだと思ってはおりません。委員の皆さん

の御意見をいろいろ頂きながらその要素を反映させて、次回の素案の

中で提案させていただき、また御意見を頂いた上で、決めさせていた

だきたいと思っています。

食育の枝豆のところにつきましても、次回の計画素案の中で御意見

を反映できるように検討したいと思っています。

ほかに質疑、意見があるか伺う。

(４)目標と取組ということで、挙げられているのですが、９、１０

と追加をしますということで、９の健康を守り支える環境づくりとい

うのは、どのようなことから、環境というのはどこを指す言葉なので

しょうか？

今、野田市には、物流倉庫や、運送業がすごく増えているのですけ

れども、大型車が通ったり、子供たちの通学や高齢者の散歩にも少し

影響があったりするので、そういう環境とは違うのですか。

こちらで言っている環境づくりというのは、例えば、近いところだ

ったら車に乗らなくて歩いて行ってみようとか、人が運動で健康づく

りに励めるような自然環境づくりという意味で申し上げていまして、

市では健康スポーツポイント事業、こういったものを中心に、市民が

自ら健康づくりの取り組みやきっかけ、意識の啓発などそういったと

ころにつながっていくようにしたいと考えております。

ありがとうございます。

この環境づくりというのは全体的なことがあると思うのです。
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会 長

島 田 委 員

会 長

センター長

市の考え方というのは、健康とは自分たちが体が動かせる場所、そこ

に行くまでに歩くだけでも健康になるよというような感じで取られる

ということですね。

運送会社の近くに住む私は福田地区なのですけれども、車の通行量

が多くなっていて、80代の親がいるのですが、散歩するだけでもちょ

っと車が怖いという話になっていて、出ることも怖くなってしまうと

いうことなので、少しここが引っかかるところでした。

ほかに意見があるか伺う。

せっかく次回があるということですので、先ほどの小川委員がおっ

しゃった、例えば睡眠に関するというところでも、この場合女性の年

齢を２０代から６０代というふうに、かなり大きく切ってあると思う

のですね。ところが２０代と６０代では多分寝られなくなる理由って

全く違うと思うのです。

働いている女性あるいは育児に関わっている女性、あるいは高齢に

なって、例えば１人になってしまって高齢者うつになってしまう。あ

るいは認知症になってしまう。

そういったところで御自身が言っている寝ているというのと、外か

ら見ている眠れているというのが多分かなり変わってくると思うので

す。こういったところも初めから細かく分析をするよう土台を作って

おかないと、データの処理がおかしくなってしまう。そうすると対策

の方にいかないので、多分、全部の項目で何を見ているのかというと

ころをもう少しはっきりしないと、先の対応策に続かないのではない

かと思う。

今回は初めてそういう課題に対応したというふうに副市長からおっ

しゃっていただきましたので、今後それをどういう課題に持っていく

かというところで、分析するデータをどう扱うかというのをはっきり

していった方がいいような気がします。提案です。

ほかに質疑・意見があるか伺う。

御意見ありがとうございます。
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センター長

会 長

会 長

司 会

ターゲットの明確化とかそれに対してアプローチも違ってくるだろ

うとは思う。そういったところをじっくり考えた上で検討していきた

いと思います。

ほかに質疑・意見があるか伺う。

＜質疑・意見無し＞

質疑や意見がないので、事務局案のとおり承認することとする。

議題４ その他について事務局の説明を求めます。

今後の予定なのですけれども、今日いろいろ様々な御意見を頂きま

した。予定では次回が１１月で、そこで素案を出させていただいてご

承認いただければパブリックコメントという手続のようだったのです

けれども、今日頂いた御意見なかなか消化するのにも時間がかかると

思いますし、なかなかボリュームもありますので、少しあと１回でそ

う全部出してというのは少し無理があると思いますので、その辺もう

少し時間をかけて、審議会の回数も多くなるとは思うのですけれど、

やらせていただきたいと思いますので、その辺は至急検討して、また

どのぐらい必要かということも、資料の出し方も検討したいと思いま

す。

＜事務局説明＞

次回の日程等について、決まり次第連絡する。

説明のあった内容について、委員に質疑・意見を求める。

＜質疑・意見無し＞

ほかに質疑・意見がないので、以上をもって本日の議題が全て終了

した。

議事終了につき、議長の任を解く。

午後２時４５分、閉会を宣言した。


